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令和６年９月５日制定 

地方職員共済組合 

 

「アセットオーナー・プリンシプル」の受入れ表明 

 

地方職員共済組合（以下「当組合」という。）は、アセットオーナー・プリンシプル（令

和６年８月２８日内閣官房策定）の各原則を受け入れる旨をここに表明する。  

当組合として、引き続き、公的年金のアセットオーナーとしての受託者責任を果たすべく、

年金積立金の運用について組合員等の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行う

ために、各原則に沿って、必要な取組を実施していく。  

 

原則１：アセットオーナーは、受益者等の最善の利益を勘案し、何のために運用を行うのかと

いう運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経済・金融環境等を踏まえつ

つ、運用目的に合った運用目標及び運用方針を定めるべきである。また、これらは状況

変化に応じて適切に見直すべきである。  

○当組合は、法令等の規定に基づき、運用の方針及び目標並びに「基本ポートフォリオ
1 」

等を定めた基本方針
2
 を 策定している。これに基づき、組合員等の利益のために長期的な

観点から安全かつ効率的に年金積立金の運用を行っていく。  

○基本方針については、経済、金融、資金運用等の専門家で構成する年金資産運用検討委

員会でその内容を審議し、総務大臣の承認を経て策定しており、社会経済環境の変化や

年金制度の改正等の動きも踏まえつつ、定期的に基本ポートフォリオの検証、見直し等に

ついて検討していく。  

 

 

原則２：受益者等の最善の利益を追求する上では、アセットオーナーにおいて専門的知見に基

づいて行動することが求められる。そこで、アセットオーナーは、原則１の運用目標・運

用方針に照らして必要な人材確保などの体制整備を行い、その体制を適切に機能させる

とともに、知見の補充・充実のために必要な場合には、外部知見の活用や外部委託を検討

すべきである。  

○当組合は、資金運用に影響を及ぼすような社会経済環境の変化や年金制度の改正等に対

応するため、専門性を有する外部人材の活用を含めた運用体制の整備に継続的に取り組

む。  

 

 

 

 

 
1 長期的な観点から定めた資産構成割合 

2 厚生年金保険給付組合積立金の管理及び運用に係る基本的な方針、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用に

係る基本的な方針、経過的長期給付組合積立金の管理及び運用に係る基本的な方針 
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原則３：アセットオーナーは、運用目標の実現のため、運用方針に基づき、自己又は第三者では

なく受益者等の利益の観点から運用方法の選択を適切に行うほか、投資先の分散をはじ

めとするリスク管理を適切に行うべきである。特に、運用を金融機関等に委託する場合

は、利益相反を適切に管理しつつ最適な運用委託先を選定するとともに、定期的な見直し

を行うべきである。  

○当組合は、分散投資 3を 行うことをリスク管理の基本として年金積立金の管理及び運用を

行うとともに、資産全体、各資産等について各種リスクの適切な管理に努める。 

○短期資産として自家運用する資産については、当組合の自家運用ガイドラインに基づき、

安全性、流動性、運用可能期間、金利の動向等を踏まえて、受益者等の利益の確保を図る。 

○また、預託している資産については、預託先からの定期的な報告に基づき、運用状況と

あわせて、積立金の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況等を確認すること

により、リスク管理を行う。 

 

 

原則４：アセットオーナーは、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、運用状況につい

ての情報提供（「見える化」）を行い、ステークホルダーとの対話に役立てるべきである。  

○当組合では、法令の規定に基づき、毎事業年度、「運用報告書」を作成し、公表しているほ

か、毎四半期の運用状況についても公表している。また、組合員向け広報誌への掲載などの

情報発信を行っている。 

○引き続き、見る人にとってわかりやすい情報発信となるよう、内容を充実し、組合員等のみ

ならず、広く一般に、当組合の運用状況等の理解が広まるような情報発信に努める。  

 

 

原則５：アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、自ら又は運        

用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的

成長に資するよう必要な工夫をすべきである。  

○当組合では、投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必

要であるとの考え方を踏まえ、組合員等の利益のために長期的な収益を確保する観点から、

ESG （環境、社会、ガバナンス）を考慮した投資やスチュワードシップ活動
4
に 取り組むこ

とが重要であると考えている。  

○なお、当組合は、平成 26 年５月に「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表

明しており、基本方針にサステナビリティ投資方針を盛り込んでいる。 

 

 

 

3 リスク（リターンが変動する幅（不確実性）のこと。）・リターンの特性が異なる複数の資産に適切に分散して投資す

ること 

4 機関投資家が、株主議決権の行使やエンゲージメント（投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦

略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」）等を通じて、投資先企業の企業価値の向

上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る活動 


